
第１章　総則

（目的）
	X 第１条　この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許

制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによ
り、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正と
を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進
し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の
円滑化とを図ることを目的とする。

（用語の定義）
	A�	 第２条　この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号の定めるところによる。
	X 一　宅地　建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画

法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第一号の用途
地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令
で定める公共の用に供する施設の用に供せられているも
の以外のものを含むものとする。

	A�	 施行令
第１条　宅地建物取引業法（以下「法」という。）第２条第一号の
政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。

	X 二　宅地建物取引業　宅地若しくは建物（建物の一部を含
む。以下同じ。）の売買若しくは交換又は宅地若しくは
建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をす
る行為で業として行うものをいう。

	X 三　宅地建物取引業者　第３条第１項の免許を受けて宅地
建物取引業を営む者をいう。

	X 四　宅地建物取引士　第22条の２第１項の宅地建物取引士
証の交付を受けた者をいう。
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第２章　免許

（免許）
	A�	 第３条　宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道

府県の区域内に事務所（本店、支店その他の政令で定める
ものをいう。以下同じ。）を設置してその事業を営もうと
する場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域
内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合に
あつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免
許を受けなければならない。

	A�	 施行令
第１条の２　法第３条第１項の事務所は、次に掲げるものとする。
一　本店又は支店（商人以外の者にあつては、主たる事務所又
は従たる事務所）

二　前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことがで
きる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結
する権限を有する使用人を置くもの

	A�	 ２　前項の免許の有効期間は、５年とする。
	A�	 ３　前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営も

うとする者は、免許の更新を受けなければならない。

	A�	 施行規則
第３条　法第３条第３項の規定により同項の免許の更新を受けよ
うとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前ま
での間に免許申請書を提出しなければならない。

	A�	 ４　前項の免許の更新の申請があつた場合において、第２項
の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなさ
れないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も
その処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

	A�	 ５　前項の場合において、免許の更新がなされたときは、そ
の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の
翌日から起算するものとする。

	C�	 ６　第１項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとす
る者は、登録免許税法（昭和42年法律第35号）の定めると
ころにより登録免許税を、第３項の規定により国土交通大
臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるとこ
ろにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

	X 登録免許税法　
別表第１　147（１）　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）
第３条第１項（免許）の国土交通大臣がする宅地建物取引業の
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